
日
立
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
ズ
の
空
調
事
業
の
合
弁
会
社
設

立
に
関
し
て
問

題
点

を
ま

と
め

ま
し

た
。

①① ①①
労労 労労

働働 働働
条条 条条

件件 件件
のの のの

維維 維維
持持 持持

・・ ・・
向向 向向

上上 上上
新
会
社
へ
の
移
籍
は
労
働
契
約
承
継

法
に
て
行
う
と
の
こ
と
で
す
が
、
移
籍

時
に
お
い
て
は
基
本
的
な
労
働
条
件
は

変
わ
ら
な
く
て
も
、
労
働
協
約
見
直
し

時
に
は
、
新
会
社
の
労
使
の
交
渉
に
よ
っ

て
決
ま
り
ま
す
。
日
立
労
組
と
の
関
係

も
含
め
て
、
労
働
条
件
の
維
持
・
向
上

を
図
る
た
め
に
、
適
切
な
労
働
組
合
の

あ
り
方
を
明
確
に
す
べ
き
で
す
。

②② ②②
福福 福福

利利 利利
厚厚 厚厚

生生 生生
面面 面面

のの のの
取取 取取

扱扱 扱扱
いい いい

福
利
厚
生
面
は
労
働
契
約
承
継
法
に

規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
合
弁
の

先
例
と
し
て
、
旧
日
立
小
田
原
工
場

（
旧
日
立
Ｇ
Ｓ
Ｔ
。
現
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
ジ
ャ

パ
ン
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
会
社
は
現

在
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
エ
ス
タ
ン
デ
ジ
タ

ル
の
１
０
０
％
子
会
社
に
な
っ
て
い
ま

す
。
日
立
製
作
所
の
株
式
の
持
株
会
の

脱
退
、
日
立
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
日
立
グ

ル
ー
プ
制
度
保
険
の
脱
退
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
健
康
保
険
及
び
年
金
に
つ

い
て
も
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
ジ
ャ
パ
ン
独
自
の
組

織
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
福
利
厚
生
面
で
の
変
更
内
容
に
つ
い

て
も
、
不
利
益
変
更
に
な
ら
な
い
よ
う

対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③③ ③③
派派 派派

遣遣 遣遣
労労 労労

働働 働働
者者 者者

のの のの
扱扱 扱扱

いい いい
労
働
契
約
承
継
法
に
お
い
て
、
直
接

雇
用
で
な
い
派
遣
社
員
等
の
承
継
に
つ

い
て
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
働
い

て
い
る
派
遣
社
員
の
継
続
雇
用
を
、
労

働
組
合
の
交
渉
等
で
協
議
し
、
確
定
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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日立AP清水事業所

と関連会社で働く

人のネットワーク

派派派派遣遣遣遣労労労労働働働働のののの全全全全面面面面解解解解禁禁禁禁

厚生労働省労働政策審議会は、「労働者派遣制度の改正に

ついて」の建議をまとめました。ここでは「一時的、臨時的

な」労働である派遣労働の「期間制限」をなくして、「生涯

派遣」を可能にしようとしています。従来は「専門２６業務」

は派遣期間無制限、それ以外は派遣期間上限３年でした。変

更後は全ての仕事で、派遣先は３年毎に派遣労働者を代えれ

ば、派遣労働の受け入れを継続できるとしています。有期雇

用の派遣労働者の場合、３年ごとに派遣先を変わらなければ

ならなくなり、雇用がいっそう不安定にさせられます。

すすすすべべべべててててのののの労労労労働働働働者者者者のののの賃賃賃賃上上上上げげげげをををを

電機連合は、2014年春闘で月額４０００円以

上のベースアップを統一要求する方針を正式決

定しました。一時金は年間５ヶ月分。また経団

連は「経営労働政策委員会報告」を発表し2014

年春闘でのベースアップの容認方針を明記しま

した。ベースアップの確実な実施を強く求める

と同時に、契約社員、パート、派遣社員等のす

べての労働者の賃上げを要求してたたかうこと

が社会的に求められています。

日立アプライアンスとジョンソンコントロールズ合弁問題


